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居宅療養管理指導
（歯科医師）

西宮市
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居宅療養管理指導について 【歯科医師】

単一建物居住者の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。

単一建物居住者の人数とは、算定対象の利用者が居住する建物に居住する者のうち、歯科医師が同一月に歯科訪

問診療又は居宅療養管理指導を行っているものの人数であり、次の区分により算定する所定単位数が異なる。
（１）１人、 （２）２人以上９人以下、 （３）１０人以上

対象者１ 在宅の利用者であって通院が困難なもの

訪問場所２ 当該利用者の居宅を訪問

情報提供３
計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき介護支援専門員
に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供

助言・指導４
利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上で
の留意点、介護方法等についての指導及び助言
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介護支援専門員への情報提供について 【歯科医師】情報提供３

利用者が他の介護サービスを利用している場合

必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業
者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行う。

重要ポイント

介護支援専門員（ケアマネジャー）への情報提供は必須

情報提供は算定する度に毎回必要
×１月に複数回算定する場合でも１か月分まとめて情報提供することはできません。

※情報提供をしていなければ、算定できません
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情報提供を行う介護支援専門員（ケアマネジャー）について 【歯科医師】情報提供３

▶各事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に情報提供を行います。

居宅介護支援事業所

介護予防支援事業所又は地域包括支援センター

特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）

地域密着型特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
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介護支援専門員（ケアマネジャー）に対する情報提供の方法 【歯科医師】情報提供３

情報提供方法１

（１）サービス担当者会議へ参加し、その場で情報提供を行うことを基本とする

（必ずしも文書等による必要はない。）

① サービス担当者会議への参加により情報提供を行った場合については、その情報提供の要点を記載する必
要がある。

② この記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の
記載と区別する。

(2)サービス担当者会議への参加が困難な場合、サービス担当者会議が開催されない
場合等

① 「情報提供すべき事項」について、原則として別紙様式１等（メール、FAX等でも可）により情報提供を行う。
② 別紙様式１による情報提供を行った場合は、当該様式の写しを診療録に添付するなどして保存する。
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情報提供すべき事項について 【歯科医師】情報提供３

基本情報
（医療機関名、住所、連絡先、歯科医師氏名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等）

利用者の病状、経過など

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法など

利用者の日常生活上の留意事項、 社会生活面の課題と地域社会に
おいて必要な支援策等

１

２

３

４



別紙様式２
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情報提供すべき事項について 【歯科医師】情報提供３
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情報提供に伴う利用者の同意情報提供３

利用者の同意２

情報提供を行うためには利用者に十分な説明を行い同意を得る

利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合は家
族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。（個人情報利用同意書等）

利用者の同意２

利用者 主治の歯科医師 ケアマネジャー

個人情報提供に伴う
利用者の同意 情報提供
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利用者・家族に対する指導または助言の方法 【歯科医師】助言・指導４

指導・助言方法３

文書等の交付により行うよう努める
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又は助言は、文書等の交付により行うよう
努めること。

記録方法４

口頭により指導又は助言を行った場合については、その要点を記録する。記載については、医療保険の診療
録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲うなどして、他の記載と区別できるようにすること。

文書等で指導又は助言を行った場合は、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。

・口頭により指導又は助言を行った場合・・・・要点を記録する

・文書等で指導又は助言を行った場合・・・・・写しを診療録に添付
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介護支援専門員（ケアマネジャー）によるケアプラン作成が行われていない場合 【歯科医師】

ただし、自らケアプランを作成している利用者等で当該利用者が、居宅療養管理指
導以外にも他の介護のサービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、
利用者又は家族の同意を得た上で、当該他の介護サービス事業者等に対し、介護
サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。

ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合

‣ 居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者
‣ 自らケアプランを作成している利用者 など

情報提供をしていなくても算定できる

居宅療養管理指導は、区分支給限度額の管理外であり、区分支給限度額を超えていても算定することが可能。
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算定回数についてQ＆A 【歯科医師】

主治の歯科医師が、１人の利用者に対して、月２回まで算定することができる

Q＆A

複数の歯科医師による算定は原則としてできないが、主治の歯科医師が
やむを得ない事情により訪問できない場合については、同一医療機関の
歯科医師が代わりに訪問を行った場合も算定できる

同一医療機関の歯科医師

主治の歯科医師

やむを得ない事情により訪問できない

利用者
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算定日について 【歯科医師】

算定日は・・・当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。
（保険診療を行ったときでなければ算定できず、利用者の居宅（有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅を含む）は医療機関から１６ｋｍ以内となる。）

１６㎞以内

主治の歯科医師 利用者

請求明細書の摘要欄には

訪問診療若しくは往診の日又は当該サービス担当者会議に参加した場合にお
いては、参加日若しくは参加が困難な場合においては、文書等を交付した日
を記入する。
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利用料の受領について 【歯科医師】

所定単位の１割、２割または３割は利用者負担。

必ず利用者負担分を徴収のうえ、利用者に対して領収証を発行すること。

交通費（実費）を、利用者から徴収することも可能であるが、あらかじめ、利
用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を
得なければならない。

１

２

３

重要ポイント

利用料の不徴収は重大な基準違反です。
１割、２割又は3割は必ず徴収の上、利用者ごとに領収証を発
行すること。


